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1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第 4航空団 (松島基地)が行 う車両等外注整備共通仕様書について規
定する。
1.2 仕様書の制限

この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容とが相違する場合は、個別仕
様書を優先する。
1.3 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は次による。
a)引用文書等 次に示す文書
1)引用文書 この仕様書に直接引用した文書
2)関連文書 この仕様書に規定した事項の参考となる文書

b)車両等 航空自衛隊車両等整備基準 (J.T.OЮO-10-9)(以下 「航空自衛隊車両等整
備基準」という。)に示す車両等、付属品及び予備品をいう。

c)部品等 純正部品、優良自動車部品、油脂及び塗料をいう。
d)官給品 官側から契約相手方へ提供する部品等をいう。
e)修理 交換、カロエ、板金、組立調整及び潤滑をいう。
f)塗装等 塗装、標識及び防錆処置をいう。
g)点検等 定期点検、定期検査、保安確認検査及び計画外整備をいう。
h)規則等 道路運送車両法 (昭和 26年法律第 185号)(以下「道路運送車両法」とい

う。)、 自衛隊の使用する自動車に関する訓令 (昭和 45年防衛庁訓令第 1号)(以下「自
衛隊の使用する自動車に関する訓令」という。)、 航空自衛隊車両等整備基準をいう。

i)個別TO等 車両等に適用する技術指令書及び製造会社技術資料等
j)保安確認検査 道路運送車両法の保安基準 (昭和 26年運輸省令第 67号)(以下「道
路運送車両の保安基準」という。)に適合していることを確認する検査及び自動車の検
査に伴 う事務手続き等又は道路運送車両法適用除外車両については、自衛隊の使用す
る自動車に関する訓令の保安基準に適合していることを確認する検査をいう。

k)定期点検 道路運送車両法に基づく次の法定点検
1)3か月点検
2)6か月点検
3)12か月点検
4)24か月点検

1)定期検査 航空自衛隊車両等整備基準に基づく次の検査
1)I検査(6か月ごと)

2)M検査(12か月ごと)

m)追加整備 定期点検又は定期検査で発見された不具合の修理及び塗装
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n)付帯整備 保安確認検査に合わせて実施する下回り洗浄、下回り塗装及びブレーキ

フルー ド交換
o)計画外整備 定期点検又は定期検査以外で発生した不具合の修理及び塗装
p)修理不能 契約相手方の整備能力を超えるもの、部品等が入手できない場合又は修

理額が航空自衛隊物品管理補給手続 (JJR125)の規定を超えるもの。
q)監督 。検査 市販品 (カ タログ製品)の調達及び市販型車両支援整備の外注に係る

監督及び検査について (通達)(空幕調達第 215号 (124)4.3.31)の ほか、次による。
1)監督 監督官が契約の履行途中において、部品等の品質の確認、工程の管理及び

その他必要な事項について、契約上の要求事項に適合するか確認すること。
2)検査 検査官が車両等の品質及び数量等が契約上の要求事項に適合するか確認し、

合格又は不合格の判定を行 うこと。
r)品質保証資料 品質保証資料は次による。
1)道路運送車両法第 49条及び自動車点検基準 (昭和 26年運輸省令第 70号)に定

める点検整備記録簿
2)修理要領明細書 (別紙様式第 1)及び必要に応じて使用材料を明確にする契約相

手方が定めた資料又はその他品質を保証するに必要な資料等
3)車両作業用紙 (別紙様式第 2及び別紙様式第 3)

1.4 引用文書等
この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書

の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1.4.1 引用文書

道路運送車両法

道路運送車両の保安基準

自動車点検基準 (昭和 26年運輸省令第 70号 )

自衛隊の使用する自動車に関する訓令

航空自衛隊調達規則 (JJR124)(以下「航空自衛隊調達規則」という。)

航空自衛隊物品管理補給手続 (JばR125)

航空自衛隊車両等整備基準

車両等の塗装及び標識 (J.■ 036-1-3)

車両等の防錆処置要領 (J.■ α36-1-52)

市販品 (カ タログ製品)の調達及び市販型車両支援整備の外注に係る監督及び

検査について (通達)(空幕調達第 215号 (124)4.3.31)
1.4.2 関連文書

道路運送車両法施行令 (昭和 26年政令第 254号 )

道路運送車両法施行規則 (昭和 26年運輸省令第 74号)

自動車整備標準作業点数表 (社団法人日本自動車整備振興会連合会)

自動車の点検及び整備に関する手引き (平成 12年運輸省告示第 162号)

優良自動車部品一覧表 (空幕調達第 275号 40.11.8)

航空自衛隊の車両及び器材等に対する給油指令 (J.TЮ.00-20B-6)

航空自衛隊装備品等整備規則 (昭和 46年航空自衛隊達第 10号 )

航空自衛隊装備品等共通整備基準 (ェ T.OЮO-10-1)

車両等検査要項 (J.T.0.36-1-6)

2 役務に関する要求
2.1 -般事項

この仕様書に示された引用文書等に基づき、経済的かつ効率的に作業を行わなければ

ならない。
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2.2 整備作業の種類

整備作業の種類は、次に示す。
a)点検等
b)修理
c)塗装等
2.3 作業内容

この仕様書の 2.2項に示す作業は、次により実施しなければならない。
2.3.1 点検等

規則等及び個別TO等に基づいた点検等を実施するものとし、規則等及び個別TO等
の基準に適合しない状態 (おそれがある場合を含む。)に あると認められる場合は、監督
官の指示を得た後、追加整備を実施するものとする。
2.3.2 修理

点検等で不具合が発見された場合、監督官の指示を得た後、規則等及び個別TO等の

基準に適合するように修理をする。
2.3.3 塗装等

車両等の塗装等は、特に指定する場合を除き、車両等の塗装及び標識 (J.■ 0.36-1-3)

及び車両等の防錆処置要領 (工 TЮ.36-1-52)に基づき実施するものとする。
2.3.4 作業の中止

次に示す場合は作業を中止し、監督官及び契約担当官に申し出るものとする。さらに
修理不能と判明した場合は、修理不能品発生 (見込)報告書 (別紙様式第 7)を作成し

契約担当官に提出するものとする。
a)仕様書で規定した以外の作業が必要な場合
b)修理不能と判明した場合
2.4 部品等

必要な部品等は、官給品を除き契約相手方が準備する。
2_5 機能及び性能

車両等の機能及び性能は、規則等及び個別TO等の基準に適合しなければならない。
3 その他の指示
3.1 提出書類

契約相手方は、次の書類を提出しなければならない。
a)

b)

c)

d)

修理要領明細書 (別紙様式第 1)

車両作業用紙 (別紙様式第 2又は別紙様式第 3)

点検整備記録簿

受領書 (別紙様式第 4)

返品書・材料使用明細書 (別紙様式第 5)

納品書・検査調書 (別紙様式第 6)

修理不能品発生 (見込)報告書 (別紙様式第 7)

その他監督官及び契約担当官の指示するもの。
官給品

契約相手方が使用 しなければならない官給品は次による。ただし、必要に応 じ、監督

官の指示を得た後、契約相手方が用意することができる。
a)下 廻 り防錆塗料 (シャシブラック)、 ブレーキフルー ド、ベアリンググリース、

エンジンオイル及びロングライフクーラン ト

b)そ の他、監督官の指示によるもの。

つ
乙

ｅ

ｆ

ｇ

ｈ

３



´
０

ａ

　
ｈ

〉

う
０

件 名 車両等外注整備共通仕様書

3.3 付属品及び予備品

付属品及び予備品の整備は、監督官が特に指示する場合を除き、修理の役務対象外と
する。
3.4 計測器及び試験装置
規則等の保安基準に適合していることを確認するための計測器及び検査用機器は、性

能が維持されていなければならない。
3.5 契約相手方の技術協力

契約相手方は、官側から次の内容について依頼された場合は、技術協力を実施しなけ
ればならない。

不具合に関する原因、対策及び処置に関する調査検討
技術的事項に関する資料等の提出又は提示

補給の手続き

次に示す補給上の手続きは、監督官又は契約担当官の指示による。
a)車両等の輸送 (搬入、搬出)は、官側が実施する。ただし、必要に応じ、監督官の指

示を得た後、契約相手方が実施することができる。
b)契約相手方は、次による処置の場合は、受領書 (別紙様式第4)又は返品書・材料

使用明細書 (別紙様式第 5)を官側へ提出しなければならない。
1)車両等の受け渡しの処置
2)官給品の処置
3)交換した旧部品の返納処置

3.7 品質保証

契約相手方は、車両等の引渡しから引取りまでの期間における、役務上の責任を全て
負 うものとする。また、官側が車両等を受領してから1年以内において、機能不良又は
損傷等が発生し、その原因が契約相手方の欠陥に基づくものであると明らかに認められ
た場合は、契約相手方が無償で修理及び塗装等を行 うものとする。
3.8 監督及び検査

航空自衛隊調達規則に定める監督及び検査要領及び納品書・検査調書 (別紙様式第 6)
による資料監督方式及び資料検査方式により実施するものとする。
3.9 安全管理

契約相手方は、危険物の取り扱い、高圧ガスの製造取り扱い、公害の発生する恐れの
あるものの取り扱い及びその他作業中事故を生起しやすい作業について、法令に係るも
のは当該法令に基づき、その他のものは規格等 (契約相手方が必要により定めた基準等
を含む。)に基づき適切な安全管理を実施しなければならない。
3.10 仕様書の疑義

この仕様書について、疑義を生じた場合は監督官を通じ契約担当官と協議するものと
する。
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別紙様式第 2

車両等作業用紙 (一般車両)

整備作業チェック記号

′

X
××

× X×

良好

調整

取換

修理

T
C
L

締付

清掃

給油

分解 したら記号を○で囲む

車種 検査の種類
I■
管理換

M■ 十 日
※印

自動車番号 所属部隊

開始 日付 完了日付

点検項目 記 備考 点検項目 記 備考
I.か じ取り装置 2.ホ イール・ナットとホイール・ボル トの緩み
1.ハ ンドルの操作具合 3.ホ イール・ナットとホイール・ボル トの損傷
2.ス テアリング・ギヤ・ボックスのオイル漏れ ※ 4.リ ム.サィ ド・ リング、ホイール・ディスクの根傷
3.ス テアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み 5.フ ロン ト・ホイール ー｀ア リングのがた

4.ス テアリング・ロッド・アーム類の組み、かた、損傷 0.リ ア・ホイール ¨ ア`リングのがた
5.ポール・ジョイント・ダス ト・ブーツの亀裂・損傷 V.饉薔装置
0.ス テアリング・ナックノら菫結部のがた 1.リ ーフ・スプリングの損傷 ※

7.ホ イール・アライメン ト 2.リ ーフ・サスペンションの取付都.速結都の嬌み.がた、授傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボル ト、スプリング・パンド

(2)ス プリング・プラケットの取付都

(3)リ ーフスプリング・ピンなど連結部

(4)ト ルク・ロッド (ラ ジアス・ロッド)の連結部

8.パ ワー・ステアリング・ベル トの緩みと損傷

9.パ ワー・ステアリング装置のオイル漏れ、オイル量  ※

10.パ ワー・ステアリング装置の取付けの緩み

コ.自動装置
| ブレーキ・ペグルの遊び、踏込んだときの床板との隙間※

_ノレーキの効き具合 ※

3.コ イル・スプリングの損傷

4.コ イル・サスペンションの取付都、違結部の緩み.がた、根傷

(1)サスベンションの各取付ポル ト・ナット

(2)ナスペンションの各連結部のがた

(3)サスペンション各部の損傷、ボールジョイントの

グスト・ブーツの亀裂.損傷

3.,\-+ t/ /. / v-+. v /\-,)al ! La ※

4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※

6.ブ レーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷.取付状態

6.リ ザーパ・タンクの液量 ※

7.ブ レーキ・マスタ・シリンダの機能.庫幸し、損傷 5.エ ア・サスペンションのエア漏れ

8.ブ レーキ・ホィール・シリング機能、摩耗.損傷 6.エア・サスペンションのベローズの損傷g.Jv-+. i I ^) 
. +rrl{a)*;E. E*. ttc 7.エア・サスペンションの取付部.連結部の経みと損傷

10.ブ レーキ・チャンノ`・ ロッドのス トローク

前
輪 左

前   _

右

前
後
輪 左

前   ‐

右

m

核   ●・ , 睦 後   ‐

8.エ ア・サスペンションのレベリング ツ ル`プの機能

9.シ ョック・アノンーバの油漏れ及び損傷 ※

V.島力伝達装置

1.ク ラッチ ¨ グヾルの遊びとクラッチ

ときの床版との隙間

(1)ク ラッチ・ペグルの遊び

(2)レ リーズ・フォーク先端の遊び

(3)ク ラッチ・ペダルの床板との隙間

(4)プ ッシュロッド寸法等

ペグルの切れた

11.ブ レーキ・チャンパの機能

12.ブ レーキ ″ ル`ノ、クイック・ レリーズ■パルブ、
リレー・パルプの機能

13.ブ レーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり

14.ブ レーキ倍力姜口の機能 2.ク ラッチの作用

15.ブ レーキ・カムの摩耗 3.ク ランチ液の量

16.ブ レーキ・ ドラムとライエングとの陳門
ノレーキ・シューの指動部分及びライエングの摩耗

18.ブ レーキ・ ドラムの摩耗 と損傷

4.ト ランスミッション、 トランスファのオイル漏れ

5.ト ランスミッション、 トランスファのオイ′レ量

6.プ ロペラ・シャフト、 ドライプ・シャフトの連結部の緩み

19.パ ック・ブレー トの状態 7.ド ライブ` ァャフトのユニパーサル・ジョイント部の

ダスト・ブーツの亀裂と損傷20.ブ レーキ・ディスクとパットとの陳間

21.1V-+.,sy FOAF. *r,1=rr\6 ? t:o)tts

前
輪 左

価   ●●

右

,,  ●●
後
輪 左

前

右

綱   ‐

後 後 後 後   由

8.プ ロペラ・シャフト. ドライブ・シャフト経手部のがた

(1)スプライン部の澤耗によるがた

(2)自 在継手部の摩耗によるがた

9.プ ロペラ・シャフト. ドライプ・シャフトのセンター・ベアリングのがた

22.ブ レーキ・ディスクの摩耗と損傷 10.デファレンシャルのオイル漏れ、オイル量
23_セ ンタ・ブ レーキ・ ドラムの取付の組み Ⅵ.電気装置

24_セ ンタ・ブレーキ・ ドラムとライニングとの隙間 1.ス パーク・プラグの状態

25セ ンタ・ブレーキのライニングの摩耗 2¨点火時期

26.セ ンタ・ブレーキ・ ドラムの摩耗と損傷 3.デ ィストリビュータのキャップの状態
27.油圧式二重安全ブレーキ機構の機能 4.パ ッテツのターミナル部の緩みと腐食 ※

■.走行装置 5.電気配競の接続部の緩みと根傷 ×

前

輸 左

m   m

右

前   m 後
輸 左

前

右

両    m

毯 後   ‐ 後   ■, 役   m

1.タ イヤの状態

(1)タ イヤの空気圧 (スペア・タイヤ含む)

(2)タ イヤの亀裂、損傷

(3)タ イヤの溝の深さ.異状摩耗

*タ イヤの溝の深さ

※ Ⅷ.原動機

1.低速と加速の状態

2.排気の状態

C0 HC 黒煙

3.エ ア・クリーナ・エレメントの状態

4.エ ア・クリーナの泊の汚れと量

5.シ リンダ・ヘッド、マニホール ド各部の締付状態

6.エ ンジン・オイルの漏れ



7.燃料漏れ ※ 2.フ イパー及びウィンド・ウォッシャの作用 ※
8.フ ァン・ベル トの緩みと損傷 ※ 3.デフロスタの作用
9.冷却水漏れ ※ 4.施錠装置の作用
■.ぱい饉、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 5.エ キノーストッ ィヽプ、マフラ等の取付けの緩みと損傷
1.メ ターリング・パルプの状態 6.マ フラの機能
2.プ ローバイ・ガス選元装置の配管の根傷 7.火花防止装置の状態
3.燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 8.エ ア・タンクの凝水
4.チ ヤコール・キヤニスタの詰まりと根傷 9.エ ア・コンブレッサの機能
5.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・パルプの損傷 10.プ レッシャ・レギュレータ、アンローダ ″ ル`プの面
6. IARif: a EFfr ,! 

^fr/r*t1a)fi.1,! 
t) offi 4 L frfi 11.非常口の扉の機能

7.二次空気供給装置の機能 12.車枠、車体の緩みと損傷 ※

3.排気ガス再循環装置の機能 13.連結装置のカプラの機能と損傷
9.減速時排気ガス減少装置の機能 14.連結装置のビントル・フック摩耗、亀裂.損傷
10.―酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態 15.シー トーベル トの状態
X.附属装置等 16.開 扉発車防止装置の機能
1.ホ ーンの作用 ※ 17.シ ャシ各部の給油脂状態 ※

署名については.※印の項目の身であれ
欄及び整備幹都印欄は省略可。

崚塵備員印欄及び整備隊等の長印欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名又は押印で可、検査員印

付記又は特記事項

整備員印 検査員印 整備幹部印
整備部隊

等の長印



別紙様式第 3

車両等作業用紙 (施設、荷役その他の車両等)

整備作業チエック記号

/
×

X×

× X×

良好

調整

取換

修理

T
C
L

締付

清掃

給油

分解 したら記号を○で囲む

車種 検査の種類
I■ M■ +□
管理換 :※ 印

自動車番号 所属部隊

開始 日付 完了日付

点検項目 記 備 考 点検項目 記 備 考
1.か し取り装置 2.ホ イール・ナットとホイール ‐ボル トの緩み
1.ノ ンヽ ドルの操作具合 3_ホ イール・ナットとホイール・ボル トの根傷
2.ス テアツング・ギヤ・ボックスのオイル漏れ ※ 4.リ ム.サィド・ソング、ホイール・ディスクの損傷
3.ス テアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み 5.フ ロント・ホイール ー ア`リングのがた
4.ス テアリング・ロッド・アーム類の緩み、がた、損傷 6.リ ア・ホイール ーベアリングのがた
5_ボール・ジョイント・グス ト・ブーツの亀裂・損傷 V.掛衝装置
6.ス テア リング・ナックル連絡部のがた 1.リ ーフ・スプリングの損傷 ※

7.ホ イール・アライメン ト 2.リ ーフ・ナスペンションの取付部、連結部の緩み.がた、損傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボル ト.ス プリング・バンド

(2)スプリング・プラクットの取付部

(3)リ ーフスプリング・ピンなど連結部

(4)ト ルク・ロット (ラ ジアス・ロッド)の連結部

8.パ ワー・ステアリング・ベル トの緩みと損傷

9.パ ワー・ステアリング装置のオイル漏れ、オイル量  ※

10.パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

Π.倒動装置

3.コ イル・スプリングの損傷

4.コ イ′レ・サスペンションの取付都、連結部の緩み.がた.損傷

(1)サスペンションの各取付ボル ト・ナット

(2)サスペンションの各連結部のがた

(3)サスペンション各部の損傷.ボールジョイントの

ダスト・ブーツの亀裂、損傷

3.パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ ※

4.パーキング・ブレーキの動き具合 ※

5.ブ レーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷、取付状態

6.リ ザーパ・タンクの液量 ※

7.ブ レーキ・マスタ・シリングの機能、摩耗、損傷 5.エ ア・サスペンションのエア漏れ

8.ブ レーキ・ホイール・シリング機能、摩耗、損傷 0エア・ナスペンションのベローズの根傷

9.ブ レーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 7.エ ア・ナスペンションの取付部、連結都の緩みと損傷

l0.Jv-+ - V'(>r\. o, tsD7 l,r-,
前
輪 左 右

嗣 後
輪 左

前

右

前   m

後 2 後 ′   m

8.エ ア・サスペンションのレベリング ″ ル`プの機能

9.シ ョック・アプソーパの油漏れ及び損傷 ※

V.動力伝達装置

1.ク ラッチ・ペグルの遊びとクラッチ ¨ヾ ダルの切れた

ときの床版との隙間

(1)ク ラッチ・ペグルの遊び

(2)レ リーズ・ フォーク先端の遊び

(3)ク ラッチ・ペグルの床板との隙問
(4)プ ッシュロッド寸法等

H.プ レーキ・チャンパの機能

12.ブ レーキ ″ ル`プ、クイック・レリーズ ″ ル`ブ、
リレー ッ ル`プの機能

13ブ レーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり

14.ブ レーキ倍力装置の機能 2.ク ラッチの作用

15.ブ レーキ・カムの摩耗 3.ク ラッチ液の量
1`ブ レーキ・ ドラムとライニングとの隙間

ノレーキ・シューの招動部分及びライエングの摩耗

La.)v-+. ts, ^oe&,tfrlt

4ト ランスミッション、トランスファのオイル漏れ

5.ト ランスミッション、 トランスファのオイル量

6_プ ロベラ・シャフト. ドライプ・シャフトの連結部の組み

19.パ ック・ブレー トの状態 7.ドライプ・シャフトのユニパーサル・ジョイント部の

グスト・ノーツの亀裂と損傷20.ブ レーキ・ディスクとパットとの隙間

2l.aV-+ - ,<y F o)B& * r,t =rratt,lz t,ot E

前
輸 左 右

~1  
●
・ 後

輪 左

前

右

前

後 後    ‐ 紘    m ′

3.プ ロペラ・シャフト. ドライブ・シャフト継手部のがた

(1)スプライン部の摩耗によるがた

(2)自 在継手部の軍耗によるがた

9.プ ロペラ.シャフト. ドライプ・シャフトのセンター・ペアリングのがた

22.ブ レーキ・ディスクの摩耗と損傷 10.デファレンシャルのオイル漏れ、オイル量
23.セ ンタ ■ノレーキ・ ドラムの取付の緩み Ⅵ.電気装置

24.セ ンタ・ブレーキ・ ドラムとライニングとの隙間 1.ス パーク・プラグの状態

25.セ ンタ ■/レーキのライニングの摩耗 2.点火時期

26.セ ンタ・ブ レーキ・ ドラムの摩耗 と損傷 3.デ ィス トリピュータのキャップの状態

27.油圧式二重安全ブレーキ機構の機能 4.パ ッテリのターミナル部の緩みと腐食 ※

正 走行装置 5.電気配線の接続部の緩みと損傷 ※

前
綸 左

前

右

前   m 後
輪 左 右 “

   _

後 ´ 2   ‐ ●   ロ

1タ イヤの状態

(1)タ イヤの空気圧 (スペア・タイヤ含む)

(2)タイヤの亀裂.損傷

〈3)タ イヤの溝の深さ、異状摩耗

*タイヤの溝の深さ

※ ■.原動機

1.低速と加速の状態

2.排気の状態

CO HC 黒煙

3.エ ア・クリーナ・エレメントの状態

4.エア・クリーナの油の汚れと量

5_シ リンダ・ベンド.マ ニホールド各部の締付状態

6.エ ンジン・オイルの漏れ

ブレーキ・ペグルの遊び、踏込んだときの床板との隙間※

4ブ レーキの効き具合 ※



7.燃料漏れ ※ X.鷹設、荷役、その他の車両

3.フ ァン・ベル トの緩みと損傷 ※ 1.キ ャリッジ ※

9.冷却水漏れ ※ 2.操作レパーーリフ ト、テル ト ※

口.ばい燿、層奥のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 3チ ェンーソフト、ドライプ X

1.メ ターソングツ ル`プの状態 4.ケ ープルークインチ、ホイスト ※

2.プ ローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 5.シ リングーリフト、チル ト ※

3.燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 6.油 圧ボンプ ※

4.チ ャコール・キャニスタの詰まりと損傷 7.一般漏えい―油、水、空気 ※

5.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・パルプの損傷 8旋回機構

6.触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩みと損傷 9.マ スト本体、ノーム

7.二次空気供給装置の機能 10.安全クラッチ、減速機構 ※

8.排気ガス再循環装置の機能 11.ドラム ※

9.減速時排気ガス減少装置の機能 12.昇降機構 ※

10.― 酸化炭素等発散防止装置の配管の根傷と取付状態 13.コ ンミュテータ、プラシ ※

X.附属装置等 14.コ ン トローラ ※

1.ホ ーンの作用 ※ 15.パ ワー・テーク・オフ ※

2.フ イパー及びウィンド・ウォッシャの作用 ※ 16.索 導記 ※

3.デ フロスタの作用 17.ク レーン・アタッチメン ト ※

4施錠装置の作用 18.キ ャタピラ ※

5.エキノース ト・′くイブ、マフラ等の取付けの緩みと損傷 19.排土版、スクレーパ ※

6.マ フラの機能 20.フ ィフス・ホイール ※

7.火花防止装置の状態 21.補助脚 ※

8.エア・ タンクの凝水 22キ ング・ピンー摩耗、破損.カ ップラ結合箇所   ※

9.エア・コンプレッサの機能 X【 .か く座機収容署材

lo.プ レッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルプの機能 1.操向装置 ※

11.非常口の扉の機能 2.換向アライメント

12.車枠、車体の緩みと損傷 ※ 3.ク レーン ‐エンジン ※

13.連結装置のカプラの機能と損傷 4.ク レーン電気系統 ※

14.連結装置のビントル・フック摩耗.亀裂.損傷 5.補助脚 ※

15.シー ト・ベル トの状態 0通話装置 ※

16.開 扉発車防止装置の機能

17.シ ャシ各部の給油脂状態 ※

薯ZTら3マニ

「

X:Fラ5頑'百

~あ

現マ蕩誦 :憂雨 言面欄及び整備隊等の長印欄にそれぞれ整備実施者.その所属都隊等の長の署名又は押印で可、検査員印

欄及び整備幹部印欄は省略可.

付記又は特記事項

整備員印 検査員印 整備幹部印
整備都隊

等の長印



主梱包番号

日
号

項
番 物品番号 口

叩 名 規 格 単 位 数 量 摘  要 受   領   書

受 付
年月 日

非消耗品、消
耗品の区分

物

品
管

理
官

(証 書 番 号)

引
　
　
渡
　
　
者

扱
印

取
者 転 記

氏名

物

ロロ (  年  月  日) (証 書 番 号)

出供 引
納用渡
官官者

取扱者 転 記

引 渡
年月 日

（
契
約
者
）

受
　
領
　
者

(住   所)

(社   名)

(代用者名)

受領者
氏 名 (受領年月日)

根

　
拠

(契約担当官) (契約年月日)

(契約番号)

備
　
考

頁中の第  頁

コ
一」ヽ
澪
兼
丼
選

ト



使用数量

返品数量
残 数 量

摘 要 返品書・材料使用明細書物品番号
口  ′0
ロロ  イコ 規 格 単位

交付
数量

項 目

番号

受 付

年月 日
非消耗品、消
耗品の区分

(官職氏名 )

年月 日 証書番号

物

品
管

理
官

取扱者 転  記

年月 日 証書番号

10

受
　
　
領
　
　
者

出供受
納用領
官官者

物

品

取扱者 転 記

11
(契約担当官)

(契約年月日)

12

(契約番号)

13

14
(住   所 )

(社   名 )

(代用者名 )

15

引渡年月 日16

根拠 目的

（
契

約
者
）

ラ|

渡

■ム
ロ́

引渡者17

頁中の第  頁

■ ■ 〓目

湮
斧
難
丼
沿

い



“
■

納  入  先 発 送 年 月 日

#
航 空 自 衛 隊 松 島 基

輸 送 方 法

# 納品書 。 (受領)検査調書

#
発  送  駅

官

名
理

氏

管・口
職

物
官

名
所
名
名

者

　

　

普

”
　
社
一一↑

´
↑
　

　

　

メ

´

契
住
会
代

“
Ｉ

分 割 納 入

# 物品管理官命令年月 日
物品管理簿登記年月 日

#調 達 要 求
番    号 #契 約 年 月 日 令和4年4月 14日 証 書 番 号

世

¨ 又
号

号
番

番
証

認
認

確
は 期# 納 同    上

付 与 年 月 日
４
■

項目
番号

物品番号

#

会社部品
番  号
又は規格

■
７ #

品  名 単位

ユ
■

単 価

#

数 量

# #

金  額

宇

コ
＞

　

　

「
ノ

‐

たＥ

　
　
　
＞

一コ
コ
ヨ
量

納贈者珈舞

出
供
領
産

品
喘
受
餓
領

物
ψ
＜
Ｇ
受

＝
十

備
■4́
年,

計

検査指令番号 検 査 判 定

検 査 種 類 納入年月 日

検 査 方 式 検査年月 日

検 査 場 所 検 査 所 見

上記のとお り検査結果を報告する。

令和 年   月   日
検査官

所属
官職
氏名

検査結果及び物品管理官の受入命令 (受領命令)に より受領 した。

受領

受入

月 日令和   年

___型 堕迦壁 旦菫_二生

所属

官職

官
用

，

納
供
者

出
品
領

品
物
受

物
く
＜

頁中第  頁

一
一
一
一

■
■
■
■

注:1納品書((受 領)検査調書 (予決令第101条の9に規定する調書をいう。)) 6検査所見等詳細に報告する必要がある場合は、別紙とすることができる。

7必要があると認めるときは、この様式に所要の事項を付け加えることができる.

8検査種類は数量等又は品質及び数量年を記入する。

9検査方式は受領検査指令書で指定された実施要領番号を記入する。

10用紙の大きさは.日 本産業規格A列 4番とする。

渤
こ漱
兼
丼
選

０

として使用する場合は、(■領)検査調書 (納品■)の文字を抹消して使用する。

2'印は、納入業者で記入する。

3分割納入相は.契約上の一格納入又は分割納入の区分及び回次1/2・ 2/3の如く記入する.

4物品番号等は、仕様書に記載してあるものを記入する。

5数量襴は、納入先ごとの納入数量を記入する



別紙様式第 7

修理不能品発生 (見込)報告書

航 空 自 衛 隊

部 隊 名

契 約 担 当 官 殿

祥牡
・　
　
　
〈
ム 社

所

　

名

代 表 者 名

調達要求番号 数  量

契 約 番 号 金  額

契 約 年 月 日 納  期

ロ
ロロ 名

上記契約について、整備能力を超えるもの、部品等が入手できない場合又は、修理

額が航空自衛隊物品管理補給手続 (JJR125)の 規定を超えるものが見込まれますので、

指示されたく報告します。

監督官確認

年 月 日

階

　

氏

級

名



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 23110-427-6883-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松 基 LPS― V00086

承認年

月 日
令禾口 5年  2月 15日

作成年

月 日
令和  5年  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

乗用車

(DBA― KGll)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、乗用車 (DBA― KGll)の 外注整備に適用する。
引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項 による。
自動車番号

発注時に示すものとする。
役務に関する要求事項
車両共仕の 2項による。
その他の指示

車両共仕の 3項による。
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-424-9285-5 仕 様 書 番 号

仕様書
コら ロ

`舒

ステ
松基 LPS― V00075

承認年

月 日
令禾日 5年  2月 15日

作成年

月 日
令禾日 5年  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

業務車 1号
(UA― WTP12)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、業務車 1号 (UA―WTP12)の 外注整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-424-7649-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00o76

承認年

月 日
令不日 5年  2月 15日

作成年

月 日
令禾日 5年  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

業務車 3号
(DBA― KGll)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、業務車 3号 (DBA― KGll)の 外注整備に適用する。
引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。
自動車番号

発注時に示すものとする。

役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
その他の指示

車両共仕の 3項による。
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の
種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 2310-427-2053-5 仕 様 書 番 号

松基 LPS― B23268
承 認 令和 6年  2月 16日

作 成 令禾口 6年  2月 15日
令和  年  月  日

改 正
令和  年  月  日

又 は

口
ｍ 名

件 名
の 外 注 整 備

業務車 1号
(UA― Wll)

作成部
隊名

第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲

この仕様書は、業務車 1号 (UA― Wll)の 外注整備に適用する。

引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― V00072(以 下 「車両共仕」とい う。 )

用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の1.3項 による。

自動車番号

発注時に示すものとする。

役務に関する要求事項

車両共仕の2項による。

その他の指示

車両共仕の3項による。

1.2
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の
種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-427-2053-5 仕 様 書 番 号

松基 LPS― B23269
承 認 af! 6+ 2Et6B
作 成 令和 6年 2月 15日

令和  年  月  日
改 正

令禾日  午:  月   日

品 名
又は

件 名

(DI郎率
車 1号
J Y11 2―` ノ

の 外 注 整 備

作成部
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲

この仕様書は、業務車 1号 (DBA― JY12)の 外注整備に適用する。
引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― VOo072(以 下 「車両共仕」とい う。 )

用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の1.3項による。
3 自動車番号

発注時に示すものとする。

4 役務に関する要求事項

車両共仕の2項による。

5 その他の指示

車両共仕の3項による。

1.2

2

睡 有する者

嬌 合 め

年
午

咸
尋

喬

同上

:5年

:l掟



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 2310-427-3327-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00082

承認年

月 日
令和 5年  2月 15日

作成年

月 日
令禾口 5年  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

小型人員輸送車

(UD― DVW41、
ABG― DVW41)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、小型人員輸送車 (UD― DVW41、 ABG―DVW41)の 外注整

備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内容による分類 役 務 仕 様 書
性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 2310-427-6529-5 仕 様 書 番 号

件  名

トラック 1//4t4× 4

小型業務車

(DAA― HNT32)

の 外 注 整 備

仕様書

番号
松基 LPS― V00084

承認年

月 日
令 和  5年  2月 15日

作成年

月 日
令不日 5年  2月  7日

改正年

月 日

令和  年  月  日

令和 年  月  日

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、トラック1/4t4× 4小型業務車 (DAA― HNT32)の 外注整

備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 2310-4‐ 27-6529-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00085

承認年

月 日
令和  5年  2月 15日

作成年

月 日
令和  54三  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 年:  月   日令和

件   名

トラック1//4t4× 4

小型業務車

(日 産
DBA一 NT31)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、トラック1/4t4× 4小型業務車 (日 産DBA一NT31)の 外注

整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内容による分類 役 務 仕 様 書

性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-424-7205-5 仕 様 書 番 号

件   名

救急車 (4× 4)

(CBF― CS8E26)

の 外 注 整 備

仕様書

番号
松基 LPS― V00100

承認年

月 日
令和 5年  2月 15日

作成年

月 日
令和  54■  2´月  7日

改正年

月 日

令和  年  月  日

令和  年  月  日

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

1 0
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総則

適用範囲
この仕様書は、救急車 (4× 4)(CBF― CS8E26)の 外注整備に適用する。

引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1_3項による。

自動車番号

発注時に示すものとする。

役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。

その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-424-3910-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00074

承認年

月 日
令和  5年  2月 15日

作成年

月 日
令和 5年  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

業務車 4号
(CBF― TRH223B)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、業務車 4号 (CBF― TRH223B)の 外注整備に適用する。
引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。
自動車番号

発注時に示すものとする。

役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
その他の指示

車両共仕の 3項による。
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内容による分類 役 務 仕 様 書
性質による分類 個 別 仕 様 書

物品番号 2320-426-1087-5 仕 様 書 番 号

件  名

有線整備車

(ト ヨタSKG
―XZC605V)

の 外 注 整 備

仕様書

番号
松基 LPS― V00078

承認年

月 日
令和  54「   2月 1 5日

作成年

月 日
令和 5年  2月  7日

改正年

月 日

令和  年  月  日

令和  年  月  日

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲

この仕様書は、有線整備車 (ト ヨタSKG― XZC605V)の 外注整備に適用する。

引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― V00072(以 下「車両共仕」とい う。)

用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

自動車番号

発注時に示すものとする。

役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。

その他の指示

車両共仕の 3項による。
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物 品番号 2370-427-4730- 5

ステ仕 様 書 番
仕様書

番号
松基 LPS― V00087

承認年

月 日
6fn sF 2EtsE

作成年

月 日
6fn sF 2A za

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

ユーティリティ整備車
(CBF― TRH200V)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、ユーティリティ整備車 (CBF― TRH200V)の 外注整備に適用

する。

1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― vooo72(以 下「車両共仕」とい う。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書
内容による分類 役 務 仕 様 書

仕様書の

種  類 性質による分類
=菫

L個 別 仕 様
物品番号 32 1 0 4 72 8 31 6 5 仕 様 書 番 フテ

仕様書

番号
松基 LPS― V00088

承認年

月 日
efl s+ 2Etsa

作成年

月 日
4'fp sF 2E zE

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

高規格救急車

(ト ヨタCBF
―TRH226S)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、高規格救急車 (ト ヨタCBF― TRH226S)の 外注整備に適用す

る。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号
発注時に示すものとする。

4 役務に関する要求事項
車両共仕の 2項による。

5 その他の指示
車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-427-8137-5 仕 様 書 番 号

仕様書
コに」コ
合 万

松基 LPS一 V00089

承認年

月 日
6fn sF 2Ft5F

作成年

月 日
6tu 5+ 2E 5E

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

業務車 2号 (緊急用)

(DBA― ZRT261)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲

この仕様書は、業務草 2号 (緊急用)(DBA― ZRT261)の 外注整備に適用ヨ ー

,

る。

1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」とい う。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 23to-427-8922-5 仕 様 書 番 号

仕様 圭
日

コ■ ロ
合 万

松基 LPS― V00090

承認年

月 日
令和  5年  2月 15日

作成年

月 日
6fs 5+ 2E 7fl
令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

業務車 1号
(ト ヨタDBA― ZGE20)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、業務車 1号 (ト ヨタDBA一 ZGE20)の 外注整備に適用する。

1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」とい う。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2370-427-8924-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00091

承認年

月 日
6fn sF zETsE

作成年

月 日
.sfs s4 2E 7E

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

業務車 1号 (4× 4)警務用

(DBA― ZGE25G)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、業務車 1号 (4× 4)警務用 (DBA― ZGE25G)の 外注整備に

適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-286-2395-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00093

承認年

月 日
6fp s4 28tsfl

作成年

月 日
4'fn s+ 2E r E

6fn+EE改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

1 1//2tト ラック

(ト ヨタXCD30)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

若さ貝」

適用範囲
この仕様書は、 1 1/2tト ラック (ト ヨタXCD30)の 外注整備に適用する。

1.2 引用文書
車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― vooo72(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 ■■
デヨ個 別 仕 様

物品番号 23 20-425-0981-5 仕 様 書 番 号
仕様書

番号
松基 LPS― v00096

承認年

月 日
afn 5+ zEtsE

作成年

月 日
6fn 5+ 2.8 7 E

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

トラック 1//4t4× 4
小型業務車

(ト ヨタKR―HDJ101K)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、 トラック 1′/4t4× 4小型業務車 (ト ヨタKR― HDJ101K)
の外注整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」という。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2310-428-2708-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00101

承認年

月 日
6fp sF 2Etsfl

作成年

月 日
令不日 5年  2′月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

業務車 1号 (4× 4)
(ト ヨタ3BA

―NZE164G)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、業務車 1号 (4× 4)(ト ヨタ3BA―NZE164G)の 外注整備に
適用する。

1.2 引用文書
車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2370-424-3305-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00073

承認年

月 日
令禾口 5年  2月 15日

作成年

月 日
令禾口 5年  2月  7日

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

小型人員輸送車

(KK― BE63CE)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、小型人員輸送車 (KK― BE63CE)の 外注整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― vooo72(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 23LO-424-9180-5 仕 様 書 番 号

仕様書
コ● 口
合 万

松基 LPS― V00077

承認年

月 日
6fn sF 2Ft5F

作成年

月 日
6fs 5+ 2E zE

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

品  名

件   名

又 は

大型人員輸送車 1号
(LKG一MS96VP)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、大型人員輸送車 1号 (LKG一MS96VP)の 外注整備に適用する。

1.2 引用文書
車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」という。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号
発注時に示すものとする。

4 役務に関する要求事項
車両共仕の 2項による。

5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の
種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-4‐ 25-0719-5 仕 様 書 番 号

松基 LPS― B23270
承 認 4tr8 6+ 2Ft6-
作 成 4'fp a4 2FL5E

令和  年  月  日
改 正

令和  年  月  日

品 名
又は

件 名

トラック2t4× 2カ ーゴ

(三菱FBA20)

の 外 注 整 備

作成部
第4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲

この仕様書は、 トラック2t4× 2カ ーゴ (三菱FBA20)の 外注整備に適用する。
引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― Vooo72(以 下 「車両共仕」とい う。 )

用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の1.3項による。
自動車番号

2

1.2

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の2項による。

5 その他の指示

車両共仕の3項による。

０
●

―元的な冒コ
責任セ有する●
分    輌
作 虚 年 月 日
取 得 年 月 日
保 ● 用 同 5年

向上

晨 含 め



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の
種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-425-0719-5 仕 様 書 番 号

松基 LPS― B23271
承 認 令 和  6年   2´月 1 6日

作 成 6fp aF zntsi
令和  年  月  日

改 正
令和  年  月  日

又 は

口
ｍ 名

件 名

トラック 2t4× 2カ ーゴ

(PA― FE70BB)

の 外 注 整 備

第 4航空団 車両器材隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、 トラック2t4× 2カ ーゴ (PA― FE70BB)の 外注整備に適用
する。

1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書
2 用語の定義

松基LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」という。)

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の1.3項による。
3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の2項による。

5 その他の指示

車両共仕の3項による。

月
月
“

口
‘

―兄的な■層 .商 .
責任そ看する● :¨`

蒔
鮮
Ｆ鵬
晨 1枚



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-283-2264-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― Vooo92

承認年

月 日
令和  5年   2′月 1 5日

作成年

月 日
6fp 5+ 2E 7A

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

1//2tト ラック

(V16BBRSFA)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、 1/2tト ラック (V16BBRSFA)の 外注整備に適用する。

1.2 引用文書
車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号
発注時に示すものとする。

4 役務に関する要求事項
車両共仕の 2項による。

5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の
種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
品番号 2320-426-3782-5

仕 様 書 番 号

松 基 LPS― B23266
承  認 2月 16日令和 6年
作 成 afE 6+ 2FLsfl

令和  年  月  日
改 正

令和  年  月  日

品 名
又は

件 名

トラック 2 1//2t4× 4
カーゴ

(PDG― FTS34S2)

の 外 注 整 備

作成部
第 4航空団 車両器材隊

l κ念貝U

l.1 適用範囲

この仕様書は、 トラック 2

注整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書
2 用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の1.3項による。
3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の2項による。
5 その他の指示

車両共仕の3項による。

1′/2t4× 4カーゴ (PDG― FTS34S2)の 外

松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

元的な管

5年

分
作

保

周上

曖 含 め :戦

物
朝
躙

咸
●
存



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書仕様書の
種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書2320-426-3782-5 仕 様 書 番 号

松基 LPS― B23267
承 認 2月 16日令和 6年
作 成 6fn 6+ 2Et5E

日令和  年  月
改 正

令和  年  月  日

又 |ま

口
¨ 名

件 名

トラック 2 1//2t4× 4
カー ゴ

(いす ゞF´
「

S34F4)

の 外 注 整 備

第 4航空団 車両器材隊

堕ヨロ

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、 トラック 2

整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書

2 用語の定義

1′/2t4× 4カ ~ゴ
(いす FゞTS34F4)の 外注

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の1.3項による。
3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の2項による。
5 その他の指示

車両共仕の3項による。

松基 LPS― Vooo72(以 下 「車両共仕」という。 )

な督菫
臼上

1は

■
■
存
”
“



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-422-3677-5 仕 様 書 番 号

様
●
Ｌ

′
ト 書
コ● ロ
合 万

松基 LPS― V00094

承認年

月 日
6fE 5+ 2ELsn

作成年

月 日
6fp 5+ 2E zE

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

トラック 3 1//2t6× 6

(2tク レーン付 )

(いす ゞSKW462)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、トラック 3 1′/2t6× 6(2tク レーン付)(いす ゞSKW462)
の外注整備に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― Voo072(以 下「車両共仕」とい う。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示す ものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-426-1643-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00097

承認年

月 日
6fn 5+ 2Et5F

作成年

月 日
6'fn 5+ 2E zE

6Tn+EE改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

17>r2 t,/2t4x2
,-j

(FRR35G3)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、 トラック 2 1/2t4× 2カーゴ (FRR35G3)の 外注整備
に適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― Voo072(以 下「車両共仕」とい う。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-427-9853- 5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― voo102

承認年

月 日
6fn E+ 2EtsF

作成年

月 日
6fn 5+ 2E za

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名
の 外 注 整 備

弾薬運搬装填車

(SKW477)

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、弾薬運搬装填車 (SKW477)の 外注整備に適用する。

1.2 引用文書
車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号
発注時に示すものとする。

4 役務に関する要求事項
車両共仕の 2項による。

5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2 310-427-2830-5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00081

承認年

月 日
6fn sF 2Ftsfr

作成年

月 日
6fn s+ 2,8 z E

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

トラック 1//4t4× 4
小型業務車

(CBA― RD7)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、トラック1/4t4× 4小型業務車 (CBA― RD7)の外注整備に

適用する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― vooo72(以 下「車両共仕」という。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 23to-427-3452- 5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00083

承認年

月 日
6fn 5+ 2Ft5E

作成年

月 日
6fn 5+ 2E 7E

6fn+EE改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

業務車 2号 (4× 4)
(DBA― GE7)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、業務車 2号 (4× 4)(DBA― GE7)の 外注整備に適用する。

1.2 引用文書
車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― V00072(以 下「車両共仕」という。)

2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-426-1643-5

仕 様 書 番 号
仕様書
コ=ロ合 万

松基 LPS― V00098

承認年

月 日
,sfp s+ 2EtzE

作成年

月 日
6fs s4 2E zE

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件  名

トラック 2 1//2t4× 2
カーゴ

(ADG― FD7JGWA、
日野 SKG― FD9JGAA)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第4航空団 車両器材隊

1

1 総則
1.1 適用範囲

この仕様書は、 トラック 2 1′/2t4× 2カーゴ (ADG― FD7JGWA、 日野
SKG― FD9JGAA)の 外注整備に適用する。
.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基 LPS― vooo72(以 下「車両共仕」とい う。)

用語の定義

この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。
自動車番号

発注時に示す ものとする。
役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
その他の指示

車両共仕の 3項による。
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航 空 自 衛 隊 仕 様 書

内容による分類 役 務 仕 様 書
仕様書の

種  類 性質による分類 個 別 仕 様 書
物品番号 2320-426-2357- 5 仕 様 書 番 号

仕様書

番号
松基 LPS― V00099

承認年

月 日
afr 5+ 2Er5F

作成年

月 日
Afn sF 2E zF

令和  年  月  日改正年

月 日 令和  年  月  日

件   名

トラック 4× 4ダンプ中型

(ADG― CF4XL)

の 外 注 整 備

作成部

隊名
第 4航空団 車両器材隊

総則

適用範囲
この仕様書は、トラック4× 4ダンプ中型 (ADG― CF4XL)の 外注整備に適用

する。
1.2 引用文書

車両等外注整備共通仕様書 松基LPS― Vooo72(以 下「車両共仕」という。)2 用語の定義
この仕様書で用いる用語の定義は車両共仕の 1.3項による。

3 自動車番号

発注時に示すものとする。
4 役務に関する要求事項

車両共仕の 2項による。
5 その他の指示

車両共仕の 3項による。


